
【	 伊東中央居宅介護支援事業所	 重要事項説明書	 】  

（令和	 ７年４月１日） 
１、事業所の概要 

事業所名 伊東中央居宅介護支援事業所 
所在地 静岡県伊東市松原湯端町３－１０ 
電話番号 ０５５７－３８－９０２２ 
法人名 株式会社リゾートテラス 
代表者名 大川	 晴央 

介護保険事業所番号 ２２７０４０１２０７ 
指定年月日 平成３１年４月１日 

サービスを提供する地域 伊東市 
営業日 月～土曜日、ただし、１２/３１～１/３までを除く 
営業時間 午前８時～午後５時 

運営方針 

１、当事業所では、利用者の心身の状況、その置かれている

環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅にお

いて有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが

できるよう、利用者およびご家族の立場に立っての援助

に努めます。 
２、事業の実施にあたっては、利用者の意思・人格の尊重を

し、利用者の選択に基づき適切な福祉サービスが多様な

事業者から総合的・効率的に提供されるよう公正中立な

立場でサービス提供に努めます。 
３、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域関連施設と

の綿密な連携を図るよう努めます。 

 
２、職員体制	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （R7.04.01現在） 

職種 職員数 勤務形態 保有資格 
管理者（介護支援専門員兼務） １名 常勤で兼務	  介護支援専門員	  

介護支援専門員 1名 非常勤 主任介護支援専門員 
介護支援専門員 1名 非常勤 介護支援専門員 

 
３、居宅介護支援について 

項目 内容・方法	 等 
要介護認定等の 
申請代行 

利用者の要介護認定等に係る申請について、利用者の意思を確認し

たうえで申請代行等の必要な援助を行います。 
居宅サービス計画の 
作成 

利用者の心身の状況、その置かれている環境、利用者及び家族の希

望等、を踏まえ居宅サービス計画を作成します。 

計画作成後の管理 
利用者、家族、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこと

により、居宅サービス計画がどのように実施されているかを把握



し、必要に応じて計画変更やその他の便宜を提供します。 
給付管理 介護保険制度に係る給付の管理を行います。 

サービス事業者との 
連絡調整 

居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるよう、

指定居宅サービス事業者等との連絡調整およびサービス担当者会

議等において、その他の便宜提供を行います。 

介護保険施設紹介 
利用者がその居宅における日常生活が困難になったと認める場合、

又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、

介護保険施設の紹介、その他便宜提供を行います。 

医療サービスを希望

する場合 

利用者が訪問看護等の医療サービスを希望する場合、利用者の同意

を得て主治医の意見を求めます。その際、主治医の医学的観点から

の留意事項が示されるときは、当該留意点を尊重して行います。 

 
４、居宅介護支援の利用にあたって 

項目 内容・方法	 等 
サービス提供困難時

の対応 
地域の他の指定居宅介護支援事業所に関する情報を利用者に提供

します。 
サービスの質向上の

ための方策 
介護支援専門員に対する研修等の実施を行っていきます。 

介護支援専門員を変

更する場合の対応 

介護支援専門員が利用者に不測の損害を与えたとき、その他必要と

認めるときは、利用者は事業所に対し、介護支援専門員の変更を求

めることができます。介護支援専門員の変更が、利用者に対して有

益であると認められた場合は、同意のうえ、当事業所内の別の介護

支援専門員に変更することができます。（ただし、事業所の所属介

護支援専門員が１名のみである場合には、変更ができませんので、

ご了承ください。） 

プライバシーの遵守 
事業者及び介護支援専門員は、正当な理由が無い限り、業務上知り

得た利用者又は家族の個人情報等を保持する義務を負います。 

事故発生時の対応 

事業者がその責任により、利用者の身体に損害を与えた場合には、

その損害を速やかに賠償する責務を負います。 
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村・利

用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 
ハラスメントに対す

る基本方針 
 

事業者として、ハラスメントに対する基本的な考え方やその対応に

ついて事業運営の基本方針として決定するとともに、それに基づい

た取り組み等を行っていきます。また、基本方針の職員、利用者様

及び御家族等への周知を徹底していきます。 

 
高齢者虐待の早期的

な発見 

家族などの養護者により虐待されている高齢者を発見した場合、高

齢者の生命及び身体に重大な危険が生じている場合にのみ通報義

務が課されており、危険性の軽重にかかわらず区市町村に通報を行

います。 
サービスの終了 利用契約書に記載の内容となります。 



 
５、利用料金について 

項目 内容・方法	 等 

利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるの

で自己負担はありません。 
※保険料の滞納等により、保険給付金が事業者に支払われない等の

場合には、１ヶ月につき要介護度に応じて下記の料金を負担いた

だきます。この場合、事業所よりサービス提供証明書を発行しま

すので、証明書を保険者に提供して払い戻しを受けてください。 
◇居宅介護支援費 

（１）基本単位 利用料 

居宅介護支援（Ⅰ） 

取扱件数４５件未満 

要介護１・２ 10,860円／月 

要介護３～５ 14,110円／月 

（２）加算 加算料 

初回加算 3,000円／月 

 

入院時情報連携加算 

Ⅰ	 2,500円／月 

Ⅱ	 2,000円／月 

退院・退所加算 

Ⅰイ	 4,500円／月（カン

ファレンス以外を１回） 

Ⅰロ	 6,000円／月（カン

ファ得んすを１回） 

Ⅱイ	 6,000円／月（カン

ファレンス以外を 2回） 

Ⅱロ	 7,500円／月（情報

提供を 2回以上、内 1回は

カンファレンス） 

Ⅲ	 	 9,000円／月（情報

提供を 3回以上、内 1回以

上はカンファレンスによ

るもの） 

	 	 	 	 	 	 	 通院時情報連携加算 500円／月 

※その他、減算の場合もございます。 
	 加算や減算における詳細な情報は別途ご通知いたします。 

解約料 原則的に料金はかかりません。 

交通費 
当事業所の『サービスを提供する地域』にお住まいの方は無料です。 
通常の事業の実施地域を越えた地点から、１ｋｍ毎５０円の実費が

必要となります。 
その他の料金 介護認定申請代行費等は、原則的に料金はかかりません。 
支払い方法 料金の精算は、月ごととし、毎月１５日までに前月分の請求を致し



ます。支払方法は、原則として口座自動引落しとさせていただきま

す。前月分の請求は、原則として毎月２７日となります。 

 
６、居宅介護支援に関する苦情 

項目 内容・方法	 等 

当事業所 

◇相談・苦情窓口 
	 当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービ

ス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦

情を承ります。 
・	担当	 	 	 ：石田	 篤子 
・	連絡先	 	 ：０５５７－３８－９０２２ 
・	受付時間	 ：８時～５時 

伊東市役所 
高齢者福祉課 

・所在地	 伊東市大原２－１－１	 	  
高齢者福祉課（月曜～金曜 8時 30分～１７時 15分） 
ＴＥＬ	 ０５５７－３２－１５６３ 

静岡県国民健康保険 
団体連合会 

・所在地	 静岡市葵区春日２－４－３４ 
	 	 	 	 	 介護保険課	 月曜～金曜	 ９時～１７時 
	 	 	 	 	 ＴＥＬ	 ０５４－２５３－５５９０ 

	 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和	 	 年	 	 月	 	 日 
 
	 居宅介護支援の提供開始にあたり、契約者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 
 
事業者 
	 （所在地）静岡県伊東市松原６３９－１５ 
	 	 （名称）株式会社リゾートテラス 
（代表者名）代表取締役	 大川晴央	 	 印 
	 （事業所）静岡県伊東市松原湯端町 3－10 伊東中央居宅介護支援事業所 
（説明者）介護支援専門員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印 
 
私は、本書面により、居宅介護支援についての重要事項の説明を受けました。 

契約者 
	 	 （住所） 

（氏名）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印 
身元引受人 

（住所）	 	  
（氏名）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印	  
（続柄）	  

 
 


